各事業所への周知事項について
１　指定申請の手引きについて（全サービス共通）
　　当市では、介護事業者の指定申請・更新・変更等の手続きを円滑に行ってもらうため、指定申請のために必要な手続きや必要書類をまとめた「介護事業者指定・許可申請の手引き」を作成しました。詳細は市ＨＰ「介護事業者の指定・更新・変更等について」を参照ください。
２　要介護認定における様式の変更について（居宅介護支援、地密特養）
　（１）要介護認定申請書
令和8年4月1日より申請書様式が変更となります。変更内容としては、国通知により、申請書下部の被保険者同意書部分について、被保険者の個人情報を介護情報基盤経由で電子的に取り扱うことを追加する趣旨のものです。市ＨＰへの掲載は令和8年4月1日付けで行う予定ですので、それ以降は変更後の様式を使用してください。
（２）要介護認定訪問調査票及び特記事項
令和8年2月20日付け当市からメールにて周知していましたが、津軽広域連合要介護認定審査会において介護認定システムが更新されたことに伴い、調査票様式も変更となっています。新様式表面のⅠ調査実施者（記入者）欄中の「記入者」欄は空欄、「所属機関」欄には左詰めで調査員の属する事業所番号を記載してください。
特記事項についてはこれまでどおり任意様式ですが、①保険者番号（022103）、②被保険者番号、③認定申請日を様式上部余白に記載してください。
（現在市ＨＰでは調査票様式を削除し、①～③の記載欄を設けた特記事項様式のみを掲載しています）
津軽広域連合圏域市町村内で同一様式を使用していても、市町村によって様式の取り扱いが異なる場合もありますが、ご了承ください。
３　要介護認定に係るお願いについて（居宅介護支援、地密特養）
（１）要介護認定申請書の提出日と次回受診予定日の期間が１週間以内の場合は、医療機関へ受診予約及び主治医意見書作成の内諾を得たうえで、その旨を申請書の余白部分に赤字でメモ書きしてください（付せん用紙貼付不可）。

　　　　※メモ書きがない場合は、提出を受け付けない場合があります。
（２）要介護認定申請書及び申請者情報の提供に関する書類等はクリップ留めしてください。
（３）訪問調査票について、選択項目と特記事項の相違や選択誤り等、認定審査会事務局である津軽広域連合からの問合・確認事項が増加しており、認定審査会の円滑な運営に支障をきたしています。訪問調査票提出にあたっては、選択や特記事項の内容を精査のうえ提出してください。

４　ケアプラン及びサービス確認のお願いについて（居宅介護支援）
　　介護保険事業の適正な運営を推進するため、令和６年度より「介護給付適正化支援システム」を導入しています。居宅介護支援事業者が作成したケアプランや提供されたサービスが、利用者の心身状態に適合しているかを確認するためのヒアリングシートを作成し、対象事業者へ照会しますので、ヒアリングシートの内容をご確認いただき、回答をお願いします。なお、照会は年２回（９・２月予定）実施しています。

５　施設入退所の報告について（グループホーム、地密特養）
　グループホーム、介護保険施設（地域密着型介護老人福祉施設も含む）については、必ず月末までの入退所の状況を翌月５日までに介護保険係まで提出してください（メール、FAX、窓口等）。様式は市ＨＰに掲載しております。被保険者の居所の把握は、災害時等の非常事態の際にも重要になりますのでよろしくお願いします。

６　事故報告について（全サービス共通）
　　事故や感染症等が発生した場合は市ＨＰに掲載している要領をご確認いただき、速やかに報告してください。なお、報告の提出につきましては、高齢介護課あてメールにて（メールアドレス：kaigo@city.hirakawa.lg.jp）お願いします（FAX不可）。

７　災害時情報共有システムについて（全サービス共通）
　　災害時情報共有システムとは、介護施設等の被災状況を迅速かつ正確に情報収集し、適切な支援につなげることができるよう、災害発生時における被災状況等を把握することを目的として国が構築したシステムです。現在、青森県では災害等が発生した場合、このシステムにて情報収集しており、報告した内容は市でも確認できるようになっております。災害等の発生時は市へご一報いただくとともに、このシステムでの報告をお願いします。

（URL：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkouku/02/index.php）

　　なお、ログインIDやパスワードが分からない場合は、青森県高齢福祉保険課にお問い合わせください。
８　市への問合せ及び関連リンクについて
各サービスの人員、設備、運営基準及び介護報酬の取扱い等への質問がある場合は、市への質問の前に、国、県が発出している通知やQ&A等を必ず確認し、なお疑義が生じた場合は質問してください。なお、質問は高齢介護課あてメールにて（メールアドレス：kaigo@city.hirakawa.lg.jp）お願いします（FAX不可）。

厚生労働省及び青森県のＨＰも適宜確認し、最新情報の取得に努めてください。

【関連リンク】

〇厚生労働省法令等データベースサービス

　https://www.mhlw.go.jp/hourei/

〇WAM NET（介護保険最新情報）

　https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090

〇青森県　介護・高齢福祉

　https://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/
資料２
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